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四谷牛込通信５月号 
＊ 保 険 ＊ 
１）整備会開催ついて 
  日 時：令和６年５月８日（水）   場所：四谷牛込歯科医師会館  
  ★午後７時３０分までにご提出下さいますよう御理解御協力の程お願いいたします。 
  ※オンライン請求に移行した場合、お手数ですが会館事務までご連絡ください。 
  ※次回の整備会開催は令和６年６月６日（木）の予定です。 
 
２）光ディスク、紙レセプトで請求を続ける場合は、届出等の提出が必要になります。 
  ※オンライン請求が基本的な請求方法となり、現在、光ディスク等や紙レセプトで 
   請求を行っている医療機関も、オンライン請求への移行をご検討ください。 
  ※当会では 約６０医療機関 が対象となります。 
  
３）各種指導について（新規・個別・集団個別・生保・監査）  
  ※各種指導は対象医療機関には通知が郵送されます。 
  ※当会はカルテ指導、指導立会いを致します。お早めに会館までご連絡ください。 
 
４）令和 6年度第 1回保険講習会 
  5月 10日（金）19:15 ～ 保険改定講習会 Web＋四谷牛込歯会館 
  講師 山本啓太郎先生（東京都歯科医師会社保担当理事） 
  ※会館にて受講の先生は整備会にて配布しました都歯の『令和６年度 社会保険診療 
   報酬改定資料 歯科 令和 6年 3月』を必ずご持参ください。 
   会館に予備はございません。 
   Webにて受講の先生はお手元にご用意ください。 
 
＊ 公 衆 衛 生 ＊ 
１）在宅歯科・かかりつけ歯科コーディネート報告書と医療連携調査票に該当する先生 
  は整備会時にご提出ください。 
 



 

＊ 会 計 ＊ 
１）令和６年５月１日（月）に、令和６年４月分の月会費を口座振替させて頂きます。 
  口座振替日の残高不足にご注意をお願いいたします。 
  振替不能の際は、整備会までに下記口座にお振込みください。 
 
     お振込先：一般社団法人 東京都新宿区四谷牛込歯科医師会 
          みずほ銀行 飯田橋支店 普通 ２５７２５９３ 
 
  ※新年度令和６年４月分から、会費金額が変更になる会員がいらっしゃいます。 
   日本歯科医師会   1種会員から終身会員になられた先生方 
   東京都歯科医師会  80歳未満終身会員から終身会員になられた先生方 
   四谷牛込歯科医師会 1種会員から終身会員になられた先生方 
             令和 5年度新入会された先生方 
                                   など 
   会員会費、口座振替金額などにご不明点がありましたら、 
   会館事務局までご相談ください。 
 


